
福島市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年３月31日 

 

福島市長 馬 場 雄 基 

 

福島市規則第 32 号 

 

福島市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則の一部を改正する規則 

 

福島市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則（平成８年規則第26号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（趣旨） （趣旨等） 

第１条 この規則は、行政手続法（平成５年法律第88号。以下「法」という。）

第３章第２節及び第３節並びに福島市行政手続条例（平成８年条例第１号。以

下「条例」という。）第３章第２節及び第３節の規定による聴聞及び弁明の機

会の付与に関し必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この規則は、行政手続法（平成５年法律第88号）第３章の規定に基づい

て行う聴聞及び弁明の機会の付与に関し必要な事項を定めるものとする。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

２ 聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続に関しこの規則に規定する事項につ

いて、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。 

（聴聞通知） （聴聞通知） 

第２条 法第15条第１項の規定による通知は、聴聞の期日の10日前までに、聴聞

通知書（様式第１号）により行うものとする。 

第２条 行政手続法（以下「法」という。）第15条第１項の規定による通知は、

聴聞の期日の10日前までに、聴聞通知書（様式第１号）により行うものとす

る。 

２ 法第15条第４項の規定により公示事項を不特定多数の者が閲覧することがで

きる状態に置く場合及び行政庁の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示

したものの閲覧をすることができる状態に置く場合においては、次項に規定す

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿



る聴聞公示通知書に掲げる事項を表示して行うものとする。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

３ 法第15条第４項の規定により掲示場に掲示する場合においては、聴聞公示通

知書（様式第１号の２）を掲示して行うものとする。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

（聴聞の期日の変更） （聴聞の期日の変更） 

第３条 法第15条第１項の通知を受けた者（同条第４項後段の規定により当該通

知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。）は、やむ

を得ない理由がある場合には、市長に対し、聴聞期日変更申出書（様式第２

号）により聴聞の期日の変更を申し出ることができる。 

第３条 市長が、法第15条第１項の通知をした場合（同条第３項の規定により通

知をした場合を含む。）において、当事者は、やむを得ない理由があるとき

は、市長に対し、聴聞期日変更申出書（様式第２号）により聴聞の期日の変更

を申し出ることができる。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（弁明の機会付与通知） （弁明の機会付与通知） 

第14条 （略） 第14条 （略） 

２ 法第31条において準用する法第15条第４項の規定により公示事項を不特定多

数の者が閲覧することができる状態に置く場合及び行政庁の事務所に設置した

電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く場合

においては、次項に規定する弁明の機会付与公示通知書に掲げる事項を表示し

て行うものとする。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

３ 法第31条において準用する法第15条第４項の規定により掲示場に掲示する場

合においては、弁明の機会付与公示通知書（様式第16号の２）を掲示して行う

ものとする。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿ 

（弁明書の提出期限等の通知） （弁明書の提出期限等の通知） 

第15条 法第31条において準用する法第15条第１項の通知を受けた者（法第31条

において準用する法第15条第４項後段の規定により当該通知が到達したものと

みなされる者を含む。以下「弁明者」という。）は、やむを得ない理由がある

場合には、市長に対し、弁明書の提出期限等変更申出書（様式第17号）により

弁明書の提出期限等の変更を申し出ることができる。 

第15条 市長が、前条の通知をした場合において、当該通知を受けた者（法第31

条において準用する法第15条第３項後段の規定により当該通知が到達したもの

とみなされる者を含む。以下「弁明者」という。）は、やむを得ない理由があ

る場合には、市長に対し、弁明書の提出期限等変更申出書（様式第17号）によ

り弁明書の提出期限等の変更を申し出ることができる。 

２・３ （略） ２・３ （略） 



＿＿＿＿＿＿ （準用規定） 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

第18条 この規則（第１条第１項を除く。）の規定は、福島県行政手続条例（平

成７年福島県条例第55号）第３章の規定による聴聞及び弁明の機会の付与に関

する手続について準用する。この場合において、第２条中「行政手続法（以下

「法」という。）」とあるのは「福島県行政手続条例（以下「県条例」とい

う。）」と、第３条第１項及び第３項、第４条第１項、第５条第１項及び第３

項、第６条第２項、第７条第１項、第９条、第10条、第11条第１項及び第３項

並びに第12条第１項中「法」とあるのは「県条例」と、第13条中「法第29条第

１項」とあるのは「県条例第27条第１項」と、第14条中「法第30条」とあるの

は「県条例第28条」と、第15条第１項中「法第31条」とあるのは「県条例第29

条」と、「法第15条第３項後段」とあるのは「県条例第15条第３項後段」と、

第16条第１項中「法第29条第１項」とあるのは「県条例第27条第１項」と、第

17条中「法第30条」とあるのは「県条例第28条」と、「法第29条第１項」とあ

るのは「県条例第27条第１項」と読み替えるものとする。 

（準用規定） ＿＿＿＿＿＿ 

第18条 この規則（第１条第１項を除く。）の規定は、条例第３章第２節及び第

３節の規定による聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続について準用する。

この場合において、第２条、第３条第１項及び第３項、第４条第１項、第５条

第１項及び第３項、第６条第２項、第７条第１項、第９条、第10条、第11条第

１項及び第３項並びに第12条第１項中「法」とあるのは「条例」と、第13条中

「法第29条第１項」とあるのは「条例第27条第１項」と、第14条中「法第30

条」とあるのは「条例第28条」と、第15条第１項中「法第31条」とあるのは

「条例第29条」と、「法第15条第４項後段」とあるのは「条例第15条第４項後

段」と、第16条第１項中「法第29条第１項」とあるのは「条例第27条第１項」

と、第17条中「法第30条」とあるのは「条例第28条」と、「法第29条第１項」

とあるのは「条例第27条第１項」と読み替えるものとする。 

第19条 この規則（第１条第１項を除く。）の規定は、福島市行政手続条例（平

成８年条例第１号）第３章の規定による聴聞及び弁明の機会の付与に関する手

続について準用する。この場合において、第２条中「行政手続法（以下「法」

という。）」とあるのは「福島市行政手続条例（以下「条例」という。）」

と、第３条第１項及び第３項、第４条第１項、第５条第１項及び第３項、第６

条第２項、第７条第１項、第９条、第10条、第11条第１項及び第３項並びに第

12条第１項中「法」とあるのは「条例」と、第13条中「法第29条第１項」とあ

るのは「条例第27条第１項」と、第14条中「法第30条」とあるのは「条例第28

条」と、第15条第１項中「法第31条」とあるのは「条例第29条」と、「法第15

条第３項後段」とあるのは「条例第15条第３項後段」と、第16条第１項中「法

第29条第１項」とあるのは「条例第27条第１項」と、第17条中「法第30条」と



あるのは「条例第28条」と、「法第29条第１項」とあるのは「条例第27条第１

項」と読み替えるものとする。 

（補則） （補則） 

第19条 （略） 第20条 （略） 



様式第１号の２（第２条関係） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

 



様式第16号の２（その１）（第14条関係） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

 



様式第16号の２（その２）（第14条関係） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

 

附 則 

この規則は、令和８年５月21日から施行する。 


